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大阪市自動運転バス実装協議会の
構成委員の変更及び、

路線バスルート部会の発足について
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構成委員の変更予定について
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2025年大阪・関西万博の閉幕に伴う各機関の組織再編や事業完了のため、次の構成委員が退会予定。
・大阪府市万博推進局整備調整部 ・公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
・京阪バス株式会社 ・阪急バス株式会社
なお、京阪バス株式会社、阪急バス株式会社においては、委員としての退会のうえ、オブザーバー
としての参加を予定。

大阪市自動運転バス実装協議会委員名簿（来年度以降の予定）



路線バスルート部会について
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行政機関等 ・国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所地域調整課長
・国土交通省近畿運輸局自動車技術安全部技術課監理官
・経済産業省近畿経済産業局地域経済部地域連携推進課長
・大阪市都市交通局鉄道ネットワーク企画担当課長（部会長）
・大阪市計画調整局計画部都市計画課長
・大阪市建設局企画部企画課長

バス事業者 ・大阪市高速電気軌道株式会社
交通事業本部モビリティ技術開発部自動運転推進課長

オブザーバー ・大阪府警察本部交通部交通総務課長

＜路線バスルート部会 メンバー＞

○今後、本協議会では高速道路ルートでの社会実装に向けた協議等に加え、一般公道における
大型バスでのレベル４自動運転を行った万博・舞洲駐車場ルートでの知見を活用し、市内路線
バスルートでの社会実装に向けた協議等を行っていく

舞洲駐車場ルート部会を再編し、
新たに路線バスルート部会を発足する

個別地域における自動運転バスの実装に関する協議等を行うため、部会を開催することができる。

大阪市自動運転バス実装協議会要綱 第３条第１項

なお、新大阪・大阪駅ルート部会については、今後調整
（高速道路での走行ルートを検討の上、部会名称等を調整）
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